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盲

議
案
第
五
十
五
号

専

決

処

分

に

つ

い

て

地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
百
七
十
九
条
竺
項
の
規
定
に
よ
｡
'
別
紙
の
と
お

｡
専
決
処
分
を
し
た
の
で
,
同
法
同
条
望
遠
の
規
定
に
よ
｡
,
こ
れ
を
本
義
会
議
告
し
て
蔑
課
を
求
め
る
｡

昭
和
六
十
三
年
四
丹
二
十
七
日

三

朝

町

長

　

安

　

田

　

真

一

郎

ヽ

笥
穴
冶
夢
畢
E
]
月
廿
七
日
　
牽
泉
私
怨

三
朝
町
観
金
観
長
安
井
由
符
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専
決
第
　
二
　
　
号

専
決
　
処
分
番

地
方
自
治
濠
(
暗
和
二
十
二
年
法
律
璽
ハ
十
七
号
)
第
百
七
↑
九
奏
第
完
の
規
定
に
ょ
｡
､
三
朝
町
国
民

㌔

健
康
保
険
税
姦
例
の
]
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
次
の
と
お
.
｡
専
決
処
分
す
る
｡

暗
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
q
l

三

朝

町

長

　

安

　

田

　

黄

　

l

　

郎
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三
朝
町
条
例
第
　
二
十
　
号

室
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
九
号
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
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第
二
条
中
｢
三
十
九
万
円
｣
を
｢
四
十
万
円
｣
に
改
め
る
｡

第
十
集
中
｢
三
十
九
万
円
｣
を
｢
四
十
万
円
｣
-
め
･
同
条
空
言
中
｢
ニ
十
方
五
千
円
｣
卑
｢
二
十
-

万
円
｣
に
改
め
る
｡

第
十
条
の
こ
た
だ
し
書
中
｢
叉
は
鏡
-
音
十
七
条
の
六
竺
項
の
給
与
支
払
報
告
書
｣
を
｢
(
当
該
納
税

義
務
者
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
す
べ
て
が
法
第
三
百
十
七
条
の
こ
竺
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
以
外
の
所
得
又
は
.
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
城
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
あ
る
′
場
芝
は
､
法
華
二

言
十
七
条
の
六
竺
項
叉
は
讐
1
項
の
給
与
支
払
報
告
書
叉
は
豪
的
年
金
等
支
払
報
毎
春
)
｣
に
改
め
る
,
.

■

･
附
則
第
九
項
を
鰍
る
｡
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附

　

則

(
施
行
期
日
)

こ
の
条
例
は
､
昭
和
六
十
三
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
適
用
区
分
)

改
正
後
の
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
.
と
い
う
｡
)
第
二
条
及
び
東
十
条
の
規
定

は
､
昭
和
六
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
.
e
国
民
健
簾
保
険
税
に
つ
い
て
適
申
し
､
､
昭
和
六
十
二
年
度
分
ま
で

の
畠
民
健
康
保
険
税
に
.
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

j
･
新
条
例
第
十
条
の
こ
の
規
定
は
'
昭
和
六
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
宙
民
健
簾
保
険
税
に
つ
い
て
適
舟
′

L
t
　
昭
和
六
十
三
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

8
　
改
正
前
の
三
朝
町
国
民
健
簾
保
険
税
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
.
み
番
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
例

第
十
轟
.
の
規
定
に
よ
る
昭
和
六
十
二
年
度
分
の
国
民
頼
簾
保
険
税
の
減
額
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
｡

t

●

　

　

　

　

■

1

　

　

　

●


